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○羽咋市修学旅行誘致推進助成金交付要綱 

 令和４年４月１日告示第５３号 

改正 

令和６年４月１日告示第５２号 

 

羽咋市修学旅行誘致推進助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、羽咋市修学旅行誘致推進助成金（以下「助成金」という。）の交付に関

し、羽咋市補助金交付事務取扱規則（昭和55年羽咋市規則第21号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この要綱は、市外の学校等の修学旅行（以下「修学旅行」という。）に対して、かか

る体験活動費用の一部を助成することにより、交流人口の拡大を図るとともに、旅行代理店

等へ本市観光情報を発信することで、継続した誘客の拡大に資することを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

(１) 学校等 学校教育法（昭和22年法律第26号）に定める小学校、中学校、高等学校 

(２) 生徒等 学校等の児童・生徒及び引率者 

（３） 体験活動 市内の観光施設及び神社・仏閣等における入場及び拝観等並びに市内飲食

店内での飲食とする。 

（４） 費用 体験活動に係る料金を指し、宿泊に係る料金を除く。 

(５) 旅行代理店等 旅行業法（昭和27年法律第239号）第３条による登録業者 

（助成金の交付） 

第４条 市長は、体験活動を伴う修学旅行を企画した旅行代理店等に対し、予算の範囲内にお

いて助成金を交付する。 

（助成対象事業） 

第５条 助成金の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、次の各号に掲げる要

件に該当するものとする。 

(１) 修学旅行のうち体験活動を伴うもの 

(２) 本市の他の補助金制度の適用を受けていないもの。ただし、羽咋市合宿等支援助成金

交付要綱（平成26年羽咋市告示第43号）にかかる助成金制度の適用を除く。 

(３) 政治的又は宗教的活動を目的としないもの 

(４) 営利を目的としないもの 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、体験活動人数に500円を乗じた額とする。 

（助成金の交付申請及び請求） 

第７条 助成金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、助成対象事業

終了後、２月以内又は当該年度の３月末日のいずれか早い期日までに羽咋市修学旅行誘致推

進助成金交付申請書兼請求書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に体験活動の領収

証の写しを添付し、市長に提出しなければならない。ただし、無料施設で体験活動を行った

場合は、活動内容が分かる写真並びに施設での集合写真及び行程表を添付するものとする。 

（助成金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条の申請があったときは、申請にかかる書類を審査し、３０日以内に交付

又は不交付を決定し、羽咋市修学旅行誘致推進助成金交付決定及び額の確定通知書（様式第

２号）により申請者に通知するとともに請求書に記載された口座に振り込むものとする。 
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（助成金の返還） 

第９条 助成金の交付に関し、偽りその他不正の行為があったと認められる場合、市長は助成

金の全部または一部の返還を求めることができる。 

（雑則） 

第１０条 この要綱で定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則（令和６年４月１日告示第５２号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

   羽咋市長       あて 

 

（申請者） 

所在地 

名 称 

代表者            

連絡先 

 

羽咋市修学旅行誘致推進助成金交付申請書兼請求書 

 

 下記のとおり、羽咋市修学旅行誘致推進助成金の交付を受けたいので、羽咋市修学旅行誘致

推進助成金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

学校等の名称  

所在地 
〒 

修学旅行の実施期間 年  月  日 ～     年  月  日 

体験活動人数 名（学生等   名・引率者   名） 

体験活動（施設名） 
①  ② 

③  ④ 

申請金額（人数×500円）              円 

金融機関名 支店名 種別 口座番号 
名義人（カ

ナ） 

  
普通・ 

（   ） 
  

添付書類 

・体験活動にかかる領収証の写し（活動人数のわかるもの） 

・活動内容が分かる写真、集合写真及 

・旅行行程表 
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様式第２号（第８条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

   所在地  

   名 称  

   代表者           様 

 

羽咋市長  

 

 

羽咋市修学旅行誘致推進助成金交付決定及び額の確定通知書 

 

年  月  日付で申請のあった羽咋市修学旅行誘致推進助成金については、羽咋市

修学旅行誘致推進助成金交付要綱第８条の規定により審査したところ、交付することに決定し、

下記のとおり助成金の額を確定したので通知する。 

 

記 

 

助成金の確定額   一金        円 

 

 


